


② 基本となる補償
基本となる補償（契約プラン）を構成する事故の概要および保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。 

保険金をお支払する事故の説明 保険金をお支払しない主な場合 

対象設備のメーカーの取扱説明書に従った正常な使用状態に
おいて、保険期間中に対象設備に故障または不具合(注)が生じ
た場合の修理に要した費用（部品代、材料費、人件費等）に対
して保険金を支払います。

・ガスコンロの点火調整機能の異常 
・カラン、シャワーの水流・吐水・止水の異常 
・水栓レバーの根元からの漏水 

 
・給湯設備の給湯時の異常、ヒートポンプの異常 
・トイレの水洗レバー、水洗ボタンの異常 
・スロップシンク、水栓の漏水 
・ビルトインエアコンの運転時の異常 
・床暖房システムの温度上昇機能の異常  等 

 お支払する対象設備ごとの故障・不具合については約款
別表（対象設備ごとの故障・不具合）をご確認ください。 

・対象設備を移動または落下させたことにより生じた損害 
・対象設備の自然の消耗もしくは劣化または性質による変
色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、は
がれ、肌落ちその他類似の事由 
・対象設備に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその
他単なる外観上の損傷であって、対象設備の機能に直接関
係のない損害 
・消耗部品および付属品の交換 
・一般家庭用以外に使用している間に生じた損害 
・保険期間開始日以降に設置された設備に生じた損害 
・対象住宅本体の配管まわりの漏水により生じた損害 
・対象設備に付随する配管の詰まりにより生じた損害 
・対象設備に付随する配線・配管不良および設置工事不良
により生じた損害 
・消耗部品の摩耗または劣化により生じた損害 等
 
 

③ お支払いする損害保険金の額
保険の対象に生じた損害に対して、次表の損害保険金をお支払いします。 

支払額 支払限度額 
被保険者の負担した修理費用の額（注） 

（注）修理が不能の場合および修理費用の額が対象設備の再調
達価額を超える場合には、再調達価額とします。

１回の事故につき、対象設備の保険期間開始日における製造年から
の経過年数に応じて次の額を限度

①経過年数15年以内の設備： 
保険金額
②経過年数15年超30年以内の設備： 
保険金額の20％に相当する額

④ 保険金額の設定   
この保険の保険金額は50万円を上限とします。また、補償内容が同様の他の保険等に加入されている場合には、いずれか一方の
契約からは保険金が支払われないことがあります。他の保険契約等の内容をご確認のうえご契約ください。
お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。

⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間：Ｐ１、１（１）③「保険期間の設定」をご参照ください。
補償の開始と終了の時間は以下になります。（既存住宅の売買に伴うご契約の場合、保険の始期日は建物引渡日になります） 
・補償の開始：始期日の０時  
・補償の終了：保険期間8日の場合は、始期日の7日後の24時、1年または2年の場合は、年単位の応当日の前日24時

（３） 保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 保険料の決定の仕組み  
保険料は、保険金額、保険期間、特約の有無等によって決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の
保険料欄でご確認ください。

② 保険料の払込方法  
保険料は一時払いです。保険料は、弊社への送金によりお支払いいただきます。

③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の払込は、保険料払込期日までに払い込んでください。保険料払込期日は、保険期間開始日から、保険期間開始日の属する
月の翌々月末日または保険期間終了日のいずれか早い日を限度として猶予期間を設けています。保険料払込期日までに保険料が払
い込まれなかった場合には、保険契約は保険期間開始日に て成立しなかったものとします。また、保険料払込期日までの期間
内の保険料払込み前に生じた事故に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に保険契約者は保険料を払い
込まなければなりません。

（４） 満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
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<故障・不具合の例＞

（注）
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